
 

重 要 事 項 説 明 書 

１ 事業所の概要 

事 業 所 名 横浜市若葉台地域ケアプラザ 

所 在 地 横浜市旭区若葉台４－１６－１ 

事業所指定番号 通所介護事業 神奈川県 1473202578 号 

管理者・連絡先 池田 智恵子  TEL 045－923－8831 

サービス提供地域 横浜市旭区若葉台を中心とする旭区内、緑区内 

定 員 （月）～（土）３５名。  

 

２ 事業所の職員体制                                  （２０２５年３月１日現在） 

職 種 従事するサービス内容 人員 

管 理 者 管理者は、業務の管理を一元的に行います。 １名(常勤兼務) 

生活相談員 

生活相談員は、利用者やその家族からの相談に応じると 

ともに、利用の申込みに係わる調整や通所介護サービス

計画及び第１号通所事業（横浜市通所介護相当サービス）

計画の作成を行います。 

また、必要に応じて利用者への説明も行います。 

 

３名 

（介護職兼務） 

 

看護職員 

看護職員は、利用者の健康状態を把握するとともに、医療

的な立場から機能訓練などの指導を行うほか、利用者の

家族に対し介護方法の指導等を行います。 

４名 

（非常勤兼務） 

 

介護職員 
介護職員は、入浴、排泄、食事等の介護を行うとともに、 

施設への送迎を行います。 

１8 名 

(常勤･非常勤兼務)  

機能訓練指導員 

機能訓練指導員は、通所介護及び第１号通所事業（横浜市

通所介護相当サービス）における機能訓練プログラムに

基づいて、利用者に対し必要な指導を行います。 

４名 

（非常勤兼務） 

  なお、上記の職員体制に変更が生じた場合は、その都度口頭にて説明し、了承を頂くものとします。 

 

３ サービス提供地域 

 横浜市旭区・緑区 

 

４ 営業日及び営業時間とサービス提供時間 

 営 業 日 営 業 時 間 サービス提供時間 

月曜日～土曜日 

祝日にあたる月曜日～土曜日 

午前 8：30 ～ 午後 5：30 まで。 

午前 8：30 ～ 午後 5：30 まで。 

午前 9：15 ～ 午後 4：15 まで。 

午前 9：15 ～ 午後 4：15 まで。 

12 月 29 日から 1 月 3 日は、休業日となります。 

 

５ 利用者負担金 

（１）利用者の方から頂く利用者負担金は、別紙「通所介護及び横浜市通所介護相当サービス 利

用料金表」の通りです。 
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（２）利用者負担金は、サービスを提供した翌月に請求いたしますので、若葉台地域ケアプラザの     

郵便振替(振替手数料 10 円が利用者負担となります)、銀行振込（振込み手数料は、利用者負

担となります）又は現金にてお支払い下さい。 

 

６ サービス利用の中止 

（１）利用者がサービスの利用の中止をする際には、すみやかに次の連絡先までご連絡ください。 

・連絡先   ： ０４５－９２３－８８３１ 

・連絡時間  ： 午前 9：00 ～ 午後 5：30 

（２）利用者の都合でサービスを中止にする場合には、できるだけサービス利用の前々日までにご

連絡ください。前日（利用者負担金の５０％）、当日（利用者負担金の１００％）のキャンセ

ル料を申し受けることになりますのでご了承ください。（ただし、利用者の体調の急変など、

緊急やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です）。 

（３）当施設は医療施設ではない為、体調が優れない利用者に対して処置を行う事ができません。 

その場合はご家族に迎えに来ていただく事が基本となりますので、その旨をご了承ください。

また、利用日の朝、いつもと体調が違う、少し熱や咳が出る等といった場合は無理をなさら

ずお休みいただくようお願いします。 

 

７ 入浴に関して 

 安全上の観点からお身体の状態、血圧や体温の測定結果を踏まえた上で、入浴を控える判断を

とらせていただく事がございます。また、血圧、体温、脈の変動が大きい場合等はかかりつけ医

に入浴可能の数値を確認していただくようお願いする事もございます。 

 

８ 事業の目的 

（１）利用者が自立した日常生活を営むこと及び利用者の家族の負担を軽減することを目標に 

利用者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じて、通所介護サービス及び第１号通

所事業（横浜市通所介護相当サービス）を提供します。 

 

９ 当事業所における運営方針 

当事業所におけるサービス提供方針は次の通りです。 

（１）通所介護サービス計画及び第１号通所事業（横浜市通所介護相当サービス）計画の作成に

あたっては、利用者の意志を尊重し、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利

用者が自立した日常生活を営むことができることを目標とします。 

計画の作成にあたっては、必要に応じて利用者宅を訪問の上、状況調査を行います。 

（２）事業の実施にあたっては、関係行政機関、地域の保険・医療・福祉サービス、ボランティ

ア団体等との綿密な連携を図り、総合的なサービス提供の調整に努め、要介護・要支援状

態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護・要支援状態になることの予防に資するように十

分配慮します。 

（３）事業所は、従業員等の資質向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとし、また

業務体制を整備します。 

ア 採用時研修 （採用後６ヶ月以内） 

イ 定期研修 （年２回） 

（４）事業所及びその従業員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。 
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１０ 事故発生時の対応 

（１） 事故が発生した場合は、ご家族に報告すると共に、事前の打ち合わせに基づき、適切、か

つ、誠実な対応を行います。また、直ちに事故に至った経緯および態様を調査し事実を正

確に把握します。 

（２）事故発生後はできるだけ速やかに市区町村および関係機関へ正確に事故発生の報告をしま

す。 

（３）発生した事故は二度と繰り返さないための対策と予防措置を早期に実施します。 

 

１１ 緊急時の対応 

（１）当事業所のサービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせ

に基づき、適切、かつ、迅速の応急措置を講じます。 

（２）ご利用者の生命・身体・健康に危険またはその恐れがあるときは、直ちに家族、主治医、

救急機関、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター等に連絡して必要な措置を講じま

す。 

（３）緊急事態が発生に至った経緯および態様を速やかに精査し、正確な状況把握に努めます。 

 

１２ 非常災害対策 

（１）避難対策 

非常災害が発生した場合、職員はご利用者の避難等適切な措置を講じます。また、管理者

は、日常的に具体的な対処方法、避難経路および消防署等協力機関との連携方法を確認し、

災害時には避難等の指揮をとります。 

（２）避難訓練 

非常災害に備え、定期的に地域の消防署等協力機関と連携を図り、避難訓練を行います。 

（３）防犯・防災設備 

消火器・火災報知設備、避難器具の設置しております。 

（４）震度 5 以上の地震発生時の対応 

  余震や自宅内の家具等の転倒・散乱等の危険が予測される為、送迎は控えさせていただきます。 

  ご家族に迎えに来て頂き、必要に応じて広域避難場所に移動するなどしていただきます。 

  なお、独居の方、移動が困難な方は上記の限りではありません。状況に応じた対応をとらせて

いただきます。 

 

１３ 第三者評価の実施について 

  未実施。ただし、横浜市若葉台地域ケアプラザとして、１年に１回、第三者評価を実施してお

ります。 

 

１４ 相談窓口、苦情対応 

（１）当事業所のサービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

電話番号 ０４５－９２３－８８３１ 

ＦＡＸ番号 ０４５－９２３－８８３５ 

担 当 者 池田 智恵子 

そ の 他 

相談、苦情については、担当者、管理者及び生活相談員が対応します。 

不在の場合でも、対応した者が必ず「苦情相談記録表」を作成し、担当

者、管理者及び生活相談員に引継ぎます。 
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（２）公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。 

旭区役所 高齢・障害支援課 

（介護保険担当） 

 

緑区役所 高齢・障害支援課 

（介護保険担当） 

 

所在地    横浜市旭区鶴ヶ峰１-４-１２ 

電話番号   ０４５－９５４－６０６１ 

Fax 番号   ０４５－９５５－２６７５ 

所在地    横浜市緑区寺山町１１８番地 

電話番号   ０４５－９３０－２３１５ 

Fax 番号   ０４５－９３０－２３１０ 

横浜市福祉調整委員会事務局 

（健康福祉局総務部相談調整課） 

 

所在地    横浜市中区本町６－５０－１０ 

電話番号   ０４５－６７１－４０４５ 

Fax 番号   ０４５－６８１－５４５７ 

神奈川県国民健康保険団体連合会 

介護保険課（介護苦情相談係） 

所在地    横浜市西区楠木町２７－１ 

電話番号   ０４５－３２９－３４４７ 

 

１４ 運営法人の概要 

名 称 社会福祉法人 創生会 

代 表 者 名 理事長 飯村 雄一 

法人本部所在地 

連 絡 先 

横浜市旭区上川井町２２８７番地 

０４５－９２２－１５００ 

実施事業の概要 

特別養護老人ホーム あだちホーム（７４床、ショートステイ１６床） 

創生会 入浴サービス（横浜、川崎） 

わかば介護保険センター（居宅介護支援事業） 

横浜市若葉台地域ケアプラザ（地域包括支援センター、地域活動交流、 

居宅介護支援事業、デイサービス） 

事 業 所 数 2 箇所 

 

 

 

  令和  年   月   日 
 
 
サービス契約の締結にあたり、上記により重要事項を説明しました。 

 
事業所       事業所名  横浜市若葉台地域ケアプラザ   
 
 

説明者                 印 
 

 
 
サービス契約の締結に当たり、上記のとおり説明を受け、同意し、交付を受けました。 

 
 

         利用者       氏 名                 印 
          
 

代理人又は立会人  氏 名                 印 
                               （続柄     ） 
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